
政策の柱Ⅰ　子育て・教育・学習（子育て，教育，学習など）：４基本施策／１９施策／４７基本事業
基本施策①　すべての子ども・若者を健やかに育成する
再編子ども・若者の健全育成環境の充実

子ども・若者が自主的に活動できる環境づくりの推進
子どもの育ちと若者の自立を支援する環境の充実

子どもを守り育てる支援の充実
子どもの貧困対策の充実
健全な養育環境づくり
個別配慮の必要な児童への支援の充実

新設結婚の希望をかなえる支援の拡充
家族観・結婚観の醸成
結婚の希望を叶える支援の充実

安心して妊娠・出産できる環境の充実
妊娠・出産の希望が叶う支援の充実
妊娠から産後までの健康支援の充実

子育て支援の充実
すべての子育て家庭に対する子育て支援の充実
仕事と子育ての両立支援の充実

基本施策②　確かな自信と志を育む学校教育を推進する
成長の基盤となる知・徳・体の育成

確かな学力を育む教育の推進
豊かな心を育む教育の充実
健康で安全な生活を実現する力を育む教育の推進

未来を生き抜く力の育成
グローバル化に主体的に向き合い，郷土愛を醸成する教育の推進
情報化と科学技術の進展に主体的に向き合う教育の推進
少子高齢化に主体的に向き合う 教育の推進

地域とともにある学校づくりの推進
全市的な学校運営・教育内容の充実
主体性と独自性を生かした学校経営の推進
地域と連携・協働した学校づくりの推進

教育環境の充実
校舎・体育館等整備の推進
学校ＩＣＴ化の推進
学校施設の環境改善

多様な児童・生徒に応じた指導・支援の推進
インクルーシブ教育システムの充実に向けた特別支援教育の推進
いじめ・不登校対策の充実
多様な教育的ニーズへの対応

教職員の資質・能力と学校の組織力の向上
教職員の資質・能力の向上
学校のチーム体制の強化
学校における働き方改革の推進

幼児教育の推進
幼児教育の充実
幼児教育環境の整備

高校，高等教育の充実・支援
高校・高等教育機関等との連携強化
教育資金負担軽減策の充実

第６次総合計画における分野別計画の体系（案）

戦略事業
○産前・産後サポート体制の充
　 実
○子育てと仕事の両立支援の
 　充実
○子どもの貧困対策の推進
○テクノポリスセンター地区新設
　 小学校の整備
○グローバル化，情報化社会の
 　進展に対応できる教育の推進
○家庭の教育力の向上
○効果的・効率的なスポーツ施
　 設等の整備
　・北西部地域への体育施設整
　  備
　・宮原運動公園の再整備
○ビッグスポーツイベントの開催
 　を捉えたスポーツ人口の拡大
　・第７７国民体育大会協議会
　　（いちご一会とちぎ国体）
　・東京オリンピック・パラリンピッ
　　ク
　・プロスポーツチームの支援

結婚・出産・子育ての切れ

目のない支援と次世代の人

づくりが充実した

「子育て・教育の

未来都市」の実現

別 表
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基本施策③　生涯にわたる学習活動を促進する
自己を磨き社会を支える学習の推進

主体的な学習活動への支援
社会性を高める学習の推進
今日的課題に対応した取組の推進

学校・家庭・地域が相互に連携・協働した教育活動の充実
家庭教育支援の充実
地域と学校の連携・協働による教育活動の充実
子どもも大人もともに学び育つ教育活動の充実

学んだ成果を生かした活動の推進
学習成果を活動につなげる取組の推進
学習活動を支える人材の育成
郷土愛や地域理解を促進する取組の推進

分割ライフステージ等に応じたスポーツ活動の促進
各世代におけるスポーツ活動の促進
障がい者のスポーツ活動の促進
様々な世代が集うスポーツ活動の促進

スポーツ活動環境の充実
地域におけるスポーツ活動の推進
スポーツの参加機会の拡大
スポーツ施設や場の充実

スポーツを支える人材の育成，団体の活性化
スポーツ指導者の育成・活用
スポーツ団体の活動支援

基本施策④　誰もが生涯を通じてスポーツを楽しむ社会を実現する
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政策の柱Ⅱ　健康・福祉・医療（保健・医療，健康づくり，福祉など）：４基本施策／１０施策／２９基本事業
基本施策⑤　健康づくりと地域医療を充実する
再編健康づくりの推進

社会全体で取り組む健康づくりの推進
疾病予防対策の推進
保健医療サービスの推進

地域医療体制の充実
救急医療体制の充実強化
災害時における医療救護体制の確保
安心かつ良質な医療体制の確保

基本施策⑥　高齢期の生活を充実する
高齢者の生活支援の推進

地域支え合い活動の推進
介護サービスの充実
多様で柔軟な日常生活を補うサービスの提供
認知症高齢者等対策の充実

高齢者の生きがいづくりの推進
高齢者の自主的な健康づくりの促進
高齢者の社会参加の促進

新設地域包括ケアシステムの構築・推進
高齢者に対する総合的なケアマネジメント機能の強化
医療・介護連携の充実
地域における包括的な支援体制の整備

基本施策⑦　障がいのある人の生活を充実する
障がい者の社会的自立の促進

障がい者の就労支援の充実
障がい者の社会参加の促進
障がい者への理解と配慮の促進

障がい者の地域生活支援の充実
障がい者の相談支援の充実
障がい者の地域生活移行支援の充実
障がい者の日常生活支援の充実
障がい児の教育・療育体制の充実

基本施策⑧　身近な地域の福祉力を高める
福祉のこころをはぐくむ人づくりの推進

福祉のこころの醸成と交流活動の促進
福祉教育の推進と福祉に関する人材の育成

安心して暮らせる社会福祉基盤の充実
多様な福祉サービスの充実
生活困窮世帯への支援の充実
快適な生活基盤の計画的な整備

共に支え合う地域社会づくりの推進
市民の主体的な地域活動への支援
共に支え合う地域ネットワークづくり

戦略事業
○健康づくりの推進
　・市民自らの健康づくり活動の
　　促進
　・事業所等と連携した健康づく
　　りの推進
○地域包括ケアシステムの構築
　・地域療養支援体制の整備
　　（医療介護連携）
　・認知症対策の推進
　・介護予防・生活支援の充実
　・社会福祉施設等の整備促進
○障がいがある人への外出・移
　 動支援の充実

健康づくりと医療・福祉の連

携により，誰もが生きがい

を持って自立した生活を送

れる

「健康・福祉の

未来都市」の実現
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政策の柱Ⅲ　安心・協働・共生（安全・安心，市民協働など）：４基本施策／１４施策／３８基本事業
基本施策⑨　危機への備え・対応力を高める
再編危機に対する体制・都市基盤の強化

総合的な危機管理体制の充実
防災・減災対策の強化
都市基盤の防災性の強化

新設総合的な治水・雨水対策の推進
治水対策の推進
雨水対策の推進

消防・救急体制の充実
消防局・消防署の強化
救急体制の強化
火災予防の推進
消防団の充実

基本施策⑩　日常生活の安心感を高める
防犯対策の充実

市民の防犯意識の高揚
地域の防犯体制の充実
地域の防犯環境整備の推進

交通安全対策の充実
交通安全意識の向上
交通安全環境の整備

消費生活の向上
消費行動に対する支援の充実
消費者被害からの保護

食品の安全性の向上
食品健康危害防止の推進
食品関係施設等の衛生管理の向上
食の安全に関する情報提供

生活衛生環境の向上
生活衛生関係施設等の監視・指導の充実
愛護動物の適正管理と衛生害虫等の自主防除の推進

基本施策⑪　市民が主役のまちづくりを推進する
協働によるまちづくりの推進

まちづくり活動への参加機会と環境の充実
まちづくり活動主体の連携・協力の促進
まちづくり活動主体の組織力の向上

地域主体のまちづくりの促進
日常生活の安全安心を支える絆づくりの推進
地域が一体となったまちづくりの推進

市民の市政への参画促進
市民と行政の行政情報の共有化の推進
市民の意見の反映に向けた仕組みの充実

基本施策⑫　相互理解の促進による共生社会を形成する
かけがえのない個人の尊重

人権擁護の推進
男女間のあらゆる暴力の根絶
いじめ対策の充実
平和啓発活動の充実

男女共同参画の推進
男女共同参画意識の醸成
さまざまな分野における男女共同参画の推進
職業生活における女性活躍の推進

多文化共生の推進
外国人住民の生活環境の充実
外国人住民との相互理解の促進

戦略事業
○いっ水対策をはじめとするあ
 　らゆる災害対応の強化
○高齢者の交通安全対策の推
　 進
○ＩＣＴを活用した市民の市政参
　 画と市民協働の促進
○多様な生き方を尊重する共生
 　社会の形成

地域のつながりや支え合い

により，誰もが日常生活の

不安なく，安全・安心に暮ら

せる

「安全・安心の

未来都市」の実現
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政策の柱Ⅳ　魅力・交流・文化（観光，魅力創造，都市ブランド，文化など）：３基本施策／８施策／２１基本事業
基本施策⑬　都市ブランドの確立と更なる魅力の創出
新設都市ブランド戦略の推進

市民の誇りの獲得
市外からの憧れの獲得

新設移住・定住の促進
相談機能の充実
情報発信の強化

新設都市の魅力の発掘・創出・ブラッシュアップ
魅力となる資源の発掘・創出
魅力ある資源のブラッシュアップ

新設観光地・大谷の地域活性化の推進
地域と連携した持続可能な観光地域づくりの推進
特異な地域資源の有効活用
観光地を支える機能の充実

基本施策⑭　個性豊かな観光と交流を創出する
再編戦略的観光の推進

地域資源の活用促進
観光セールスの強化
広域観光事業の推進
インバウンドの拡大
都市と農村の交流促進

おもてなしの充実
おもてなしのある受入体制の充実
外国人観光客へのおもてなしの充実

基本施策⑮　くらしに息づく文化の創造・活用を推進する
文化活動の充実

文化を身近に感じ，活動できる環境づくりの推進
文化をつなぐ人材・団体の育成・支援の推進

文化の創造・継承，保存・活用
宇都宮文化の創造・継承の推進
文化資源の保存・活用
文化の力を活かしたまちづくりの推進

戦略事業
○東京圏からの移住・　定住の
　 促進
○自転車を核とした都市の魅力
 　向上
○大谷の地域資源のフル活用
○戦略的観光事業の推進
○文化資源を活用した地域の
 　活性化

地域資源の魅力創出と発

信により，人や情報が行き

交い活力が生まれる

「魅力創造・交流の

未来都市」の実現
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政策の柱Ⅴ　産業・環境（農業，商業，工業，環境など）：４基本施策／１７施策／４０基本事業
基本施策⑯　地域産業の創造性・発展性を高める
地域特性を活かした産業集積の促進

成長産業の振興
産業集積・立地の促進

新規開業・新事業創出の促進
起業家の創出と育成
新事業・新分野への進出の促進

就労・雇用対策の充実
多様な人材の就職と雇用支援の充実
働きやすい労働環境づくりの推進

基本施策⑰　商工・サービス業の活力を高める
魅力ある商業の振興

魅力ある中心商業地の創出
地域社会の核となる商店街の強化
魅力ある商店づくりの促進

中小企業の経営・技術革新の促進
高度技術開発の促進
先進的企業経営の促進
地域産業を担う人材の育成

安定した経営基盤の確立
資金調達の円滑化
経営体質・基盤の強化
経営団体との連携強化

流通機能の充実
市場機能の充実
物流機能の強化

基本施策⑱　農林業の生産力・販売力・地域力を高める
農林業を支える担い手の確保・育成

意欲ある担い手の確保・育成
地域農業を支える担い手づくり

農林業経営を支える生産体制の強化
生産性の高い土地基盤の整備・保全
生産体制の安定性・効率性の向上
市場に選ばれる農産物の生産振興

生産者と消費者を結ぶ流通・販売戦略の強化
農産物の販路拡大
農産物のブランド化推進

環境と調和した農林業の推進
農資源・農村環境の保全推進
森林保全整備の推進

基本施策⑲　環境への負荷を低減する
環境保全行動の推進

「もったいない」のこころの醸成
環境について自ら学び，行動する人材の育成
「もったいない」の実践の場と機会の充実

地球温暖化対策の推進
省エネルギー・低炭素化の推進
自立分散型の再生可能エネルギー等の普及促進
環境負荷の少ないまちづくりの促進

ごみの発生抑制，資源の循環利用の推進
ごみの発生抑制の促進
適正な資源循環利用の推進

廃棄物の適正処理の推進
収集・処理体制の適正化の推進
廃棄物に係る監視・指導の強化

良好な生活環境の確保
環境調査，監視等の充実
発生源対策の充実

生物多様性の保全
生物多様性保全意識の醸成
生物多様性保全対策の推進

戦略事業
○企業誘致・集積の推進
○中小企業のＩＣＴ利活用促進
○流通機能を支える中央卸売
　 市場の再整備
○農の産地力強化と農産物ブラ
 　ンド化の推進
○効果的・効率的なごみ　処理
　 体制の構築
　・一般廃棄物ごみ焼却施設の
 　 整備
　・一般廃棄物最終処分場の整
　  備
○ＬＲＴ沿線の低炭素化の推進

本市の確固たる経済力の

維持・発展と環境都市の実

現が両立する

「産業・環境の

未来都市」の実現
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政策の柱Ⅵ　都市基盤・交通（都市基盤，交通，住宅など）：４基本施策／１２施策／３５基本事業
基本施策⑳　暮らしやすく魅力のある都市空間を形成する
地域特性に応じた土地利用の推進

土地利用の適正化
土地利用の円滑化

地域特性を生かした魅力ある拠点の形成
都市拠点の形成
地域拠点等の形成

地域特性に応じた安全で快適な市街地の形成
市街地の機能性・安全性の向上
緑と憩いの拠点づくりの推進

都市景観の保全・創出
市民の景観に対する意識の高揚と主体的な取組の促進
地域特性を生かした都市景観づくりの推進

新設空き家・空き地対策の推進
発生・増加の抑制
管理不全解消の促進
有効活用の促進

基本施策㉑　快適な住環境と自然豊かな都市環境を創出する
再編安心で快適な住まいづくりの促進

多様な居住ニーズに対応した支援の充実
住宅セーフティネット機能の充実
居住誘導支援の充実
住宅の安全性・快適性の向上

再編水と緑の保全・創出
緑地保全の推進
都市緑化の推進
緑を支える人材の育成・活用
河川環境の保全

公共交通ネットワークの充実
ＬＲＴの整備
交通結節機能の充実
公共交通サービスの向上
公共交通の利用促進

道路ネットワークの充実
幹線道路の整備・機能の充実
広域アクセス性の充実
道路環境の向上と機能保全

自転車利用環境の充実
安全な自転車利用環境の創出
快適な自転車利用環境の創出
自転車利用・活用の促進

基本施策㉓　質の高い上下水道サービスを提供する
安定した上下水道事業の推進

安全で安心な水道水の供給
下水の適正処理の推進
施設の適正な管理・機能向上

顧客に信頼される経営の推進
最良なサービスの提供
資源循環の推進
健全な経営の推進

基本施策㉒　誰もが快適に移動できる総合的な交通ネットワークを構築する

戦略事業
○都市拠点への高次都市機能
　 の集積促進
　・宇都宮駅東口整備の推進
　・市街地再開発事業の推進
○地域拠点等への居住や生活
 　利便施設の集積促進
○空き家等の利活用促進
○ＬＲＴの整備
○交通ＩＣカードの導入
○大谷スマートＩＣの整備

魅力ある拠点の創造と骨格

の強い交通ネットワークが

構築され

「交通の

未来都市」の実現
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強固な行政経営基盤を確立する
効果的で効率的な行政経営システムの確立

経営資源を適切に配分し，活用する仕組みの充実
最適な主体・手法によるサービスの提供
都市間連携の強化

地区行政の推進
地域行政機関の機能強化

行政の組織力の向上
意欲や能力に応じた人材活用の促進
「自律行動型職員」の育成

財政基盤の確立
持続可能な財政構造の構築
財源の充実強化

情報化の推進
ＩＣＴを活用した行政運営の効率化・高度化（行政情報化）
市民・事業者のＩＣＴ利活用促進（地域情報化）
情報セキュリティ対策の強化
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